
協議第43号 

 

 

 

 

   合併の期日について（協定項目２） 

 

 

 合併の期日について、次のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

  平成22年８月24日提出 

 

一関市・藤沢町合併協議会     

  会長  勝 部  修     

 

 

平成22年 月 日（確認・継続協議） 

 

 

 

 

 

 合併の期日は、平成23年９月26日とする。 
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合
併
の
期
日
は
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平
成
23
年
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月
26
日
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１
．
合
併
の
手
続
き
に
要
す
る
期
間
に
つ
い
て
 

 
 
合
併
す
る
た
め
に
は
、
合
併
協
定
書
の
調
印
後
、
両
市
町
の
各
議
会
に
お
け
る
合
併
議
案
の
議
決
を
経
て
、
県
知
事
へ
の
合
併
申
請
、
県
議
会
に
お
け
る
議
決
、

県
知
事
の
合
併
の
決
定
、
総
務
大
臣
へ
の
届
出
（
県
）、
総
務
大
臣
の
告
示
（
官
報
）
な
ど
、
様
々
な
手
続
き
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
相
当
の
期
間
を
要
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
点
を
十
分
考
慮
し
て
、
合
併
の
期
日
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。
 

 ２
．
新
市
に
円
滑
に
移
行
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間
等
に
つ
い
て
 

 
 
新
市
に
円
滑
に
移
行
す
る
た
め
、
特
に
も
住
民
票
の
発
行
や
戸
籍
の
登
録
な
ど
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
合
併
時
に
全
て
の
窓
口
で
ス
ム
ー
ズ
に
行
う
に
は
、
電
算
シ
ス

テ
ム
を
合
併
と
同
時
に
安
全
か
つ
確
実
に
稼
動
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
電
算
シ
ス
テ
ム
の
統
合
に
最
低
９
ヶ
月
の
期
間
を
要
す
る
。
 

 
 
ま
た
、
１
～
７
月
は
市
町
税
の
賦
課
事
務
、
納
付
書
の
発
行
に
よ
り
電
算
シ
ス
テ
ム
へ
の
デ
ー
タ
入
力
・
更
新
等
を
行
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
の
電
算
シ
ス
テ

ム
統
合
は
困
難
で
あ
る
。
 

 
 
な
お
、
合
併
日
前
日
ま
で
は
両
市
町
で
そ
れ
ぞ
れ
電
算
シ
ス
テ
ム
が
稼
動
し
て
お
り
、
合
併
日
前
日
の
デ
ー
タ
を
合
併
日
に
即
、
統
合
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
電
算
シ
ス
テ
ム
の
切
り
替
え
に
あ
た
り
、
試
験
稼
働
や
不
具
合
へ
の
対
応
を
考
慮
す
る
と
３
連
休
明
け
の
合
併
が
望
ま
し
い
。
 

 ３
．
住
民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
に
つ
い
て
 

 
 
３
、
４
月
は
、
民
間
・
官
公
署
の
人
事
異
動
や
進
学
・
就
職
等
に
伴
う
転
出
入
が
多
い
ほ
か
、
年
度
替
わ
り
の
繁
忙
期
に
あ
た
り
、
こ
れ
に
合
併
に
伴
う
事
務
が

加
わ
る
こ
と
か
ら
、
住
民
サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
が
懸
念
さ
れ
る
。
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合併までの手続き等 
 

合併に関する手順 
合併目標期日 

電算システムの統合 
平成 23 年９月 26 日

 
一関市・藤沢町合併協議会設立 

            ・協定項目の協議、確認 
            ・新市基本計画の策定 
 

両市町での住民懇談会 
 
 
 

合 併 協 定 書 調 印 式 

 
 
 
 
 
［廃置分合、財産処分、議員定数・任期等の関連議案議決］ 

合 併 申 請 書 

合併期日、合併方式、新市の名称、新市の事務所の

位置、議会議決書・議事録、財産処分協議書、議会

議員定数・任期に関する協議書、農業委員会委員任

期に関する協議書、合併協定書・新市基本計画書、

関係市町の状況等 

 
 
 

県 知 事 へ 廃 置 分 合 申 請 

 
 
 

県 議 会 議 決 
 
 
 

総 務 大 臣 へ 届 出 
 
 
 

総務大臣告示 ＝ 合併の効力発生 
 
 
 
 
 
 

新 市 の 発 足 
 

 

平成 22 年４月１日 

 

 
 

平成 22 年 10 月 

 

 

 

平成 22 年 11 月 

 

 

平成 22 年 12 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年１月 

 

 
 

平成 23 年３月 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

平成 23 年８月 

 

 
 

平成 23 年９月 26 日

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・システム統合業者と契約  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一関市議会 

議 決 

藤沢町議会 

議 決

統合方針、移行

範囲の決定 

データ整備、

移行テスト、

宛名同定作業

データ統合検証

システム並行

稼働 

プ ログ ラム

設計、製造、

テスト 

電算システムの統

合は、統合業者と契

約後、最低９ヶ月を

要する。 

２
ヶ
月

５
ヶ
月

２
ヶ
月
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平成23年カレンダー
1月 2月 3月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 6 7 8 9 10 11 12
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 13 14 15 16 17 18 19
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 20 21 22 23 24 25 26
23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31
30 31
1…元旦 10…成人の日 11…建国記念日 21…春分の日

4月 5月 6月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4
3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11
10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18
17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29 30 29 30 31 26 27 28 29 30

29…昭和の日 3…憲法記念日 4…みどりの日

5…こどもの日

7月 8月 9月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30
31
18…海の日 19…敬老の日 23…秋分の日

10月 11月 12月
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 1 2 3 4 5 1 2 3
2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
30 31
10…体育の日 3…文化の日 23…勤労感謝の日 23…天皇誕生日
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